
年月が経過し読まれなくなった図書館の資料を町民の

方に無料で配布いたします。例年７月に開催していた

「ブックリサイクルフェア」に代わり、今年度は館内入

り口付近に「リサイクルコーナー」を設置いたします。

資料は少しずつ、随時追加していきます。

※資料に関するご要望・ご質問はお受けできません。

※雑誌は１２月1 日(火)から配布いたします。

期間：令和２年１１月4日(水)～令和３年３月３１日(水)

(なくなり次第終了となります。)

冊数制限：絵本・紙芝居はあわせて１日１人３冊まで

図  書  館図  書  館図  書  館図  書  館 ☎ 56 7825

FAX 56 7826
 4月～ 9月：午前9時30分～午後7時

10月～ 3月：午前9時30分～午後6時30分

休館日：（毎週月曜・祝日は開館）：  10月5日・6日～8日（図書整理日）・12日・19日・26日 / 11月2日・9日・16日・30日 

新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため下記のサービスを停止しております。

返却について

・館内の座席利用及び2階学習室の利用
・インターネットＰＣ及び視聴覚ブースの利用
・２階休憩コーナーの使用
・貸出用袋の利用

資料の返却は、館内入口付近に設置の返却ボックスにお入
れください。
また、当面の間は開館中も建物外の返却ポストをご利用い
ただけます。

（ＣＤ・ＤＶＤ・他館から借りた本を返却する際は、破損防
止のため梱包材に包んでお入れください。）

ブックリサイクル

第８回 上三川町 図書館を使った
調べる学習コンクール

図書整理による休館のお知らせ

１０月１日（木）～１０月３１日（土）

「読書週間 ラストページまで駆け抜けて」

「伝わる… 伝えていく… 伝統」

イベントはホームページやツイッターでもご案内しておりま
す。不明な点がございましたら、お電話でお問合せください。
HP：http://www.dango.ne.jp/kmnlib/
Twitter：@Kaminokawalib

今月の企画展示

本を借りてポイントを貯めて

景品と交換しよう！

期間：９月８日（火）～１０月１８日（日）

対象：本、雑誌、紙芝居（CD、DVD以外）

※景品の交換も１０月１８日（日）までとなります。

トリックオアトリート！
本を３冊以上借りてくれた方に景品をプレ
ゼント！
期間：１０月２０日（火）～１０月３１日（土）
対象：本、雑誌、紙芝居（CD、DVD以外）

当日の貸出レシートをカウンターまでお持
ちください。

１０月６日（火）～８日（木）の３日間、

図書整理のため休館いたします。

※休館中の返却は、入口右側の返却ポストを

ご利用ください。CD、DVD、他館からお借

りしている資料は、破損防止のため梱包材に

包んでからお入れください。

ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

好きなことやわからないことを図書館や学校の図書室を

使って調べて、作品を作ろう！　応募者全員に参加賞が

もらえるよ。

募集期間：９月１日（火）～１０月１６日（金）

応募方法：図書館まで直接お持ちください。

　　　　　※郵送では受付しておりません。

「クックパッド 防災レシピBOOK

在宅避難で役立つ食まわりの知恵から日ごろの備えまで」 
クックパッド株式会社 //監修 扶桑社 2019.9 (369ｸ)

台風、地震、豪雨などの災害時にライフラインが寸断された自

宅で避難生活をすることになったら…。

在宅避難経験者のリアルな声を元に、レシピや節水技、調理テ

クニックなどの役立つ情報を紹介しています。日頃から備えて

おけば、災害時にあたたかい料理を食べることができ、ほっと

することができるそうです。一度試しておきたいですね。

読書通帳２０２０

★ 詳しくは図書館ホームページをご覧ください。

スタッフおすすめの１冊

「外国人の人権　
　　～多文化共生社会の実現に向けて～」

☎
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　「グローバリゼーション(社会や企業の国際化)」という言葉はすっかり日本語に定着

しました。諸外国との交流が飛躍的に拡大した結果、日本に住む外国人も大きく増加

し、昨年(２０１９年)末の在留外国人は２９３万人。前年度より２０万人増加しました。栃

木県内に住む外国人も昨年末で４万２千人余り。この２０年間で約１．５倍に増加し、県

人口の２％強を占めます。国籍別では１位がベトナムで７,２６４人、２位の中国が６,８５

４人、３位のフィリピンが５,２８３人、４位のブラジルが４,１５１人、５位のペルーが３,０

７５人となります。技能実習生等として来日するベトナム人の増加が目立ちます。

　このように身近な存在となった外国籍の人たちに対し、肌の色、言葉や文化、あるいは

生活習慣が違うというだけで先入観や偏見を持って接していることはないでしょうか。

日本国憲法は、権利の性質上、日本国籍を持つ者のみに与えられる特定の権利(例：国

政選挙への参政権)を除き、日本に住む外国人にも基本的人権を保障しています。例え

ば、外国人労働者に対する国籍を理由とした差別待遇(賃金や労働時間の差別)は労働

基準法で禁止されています。しかし、現実には次のような差別の問題が存在します。

●外国人と共生する社会へ
　外国人と日本人がお互いを尊重しあいながら共生できる社会を築くためには、私たち一人一人が、それぞれ

の文化や生活習慣の違いを認め合い、多様性を受け入れていくことが大切です。

●就労面での差別
　最低賃金以下で働かせる。長時間労働を強制する。時間外労働に対する割増賃金を

支払わない。労働条件を明示しない。不利な労働条件で働かせる。雇い主がパスポート

を取り上げる。労働災害を隠す。外国籍を理由に解雇する。

●社会生活の中での差別　

▶問い合わせ先＝生涯学習課　生涯学習係　　　  ９１５９56☎

（ＱＲコード↑）

10月１日より、開館時間が変わります。
来館の際は時間をご確認のうえ、お越しください。

　アパートへの入居を拒否される。店への入店を拒否さ

れる。医療機関での治療や入院を断られる。

　こうしたトラブルの背景として、言語や宗教をはじ

め、文化や生活習慣の違いも指摘されます。例えば、ア

パートへの入居については、退去するときの原状回復は

不要であるなど、国によって風習が異なります。日本人

も外国人も互いのルールや習慣を知らないためにトラ

ブルになるケースが少なくないようです。

　また近年では、特定の民族や国籍の人々を排斥し、差別をあおる差別的言動(いわゆるヘイトスピーチ)も社

会的問題となっています。こうした言動は一人一人の人権が尊重され安心して生活できる社会を実現する観点

から許されないことです。こうした差別の解消を目的として、２０１６年には「本邦外出身者に対する不当な差

別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が施行されました。

無料

無料

無料 申込不要
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新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、施設の臨時休館又は、イベントを中止することがありますのでご理解願います。


